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厚生労働省労働基準局 
労災補償部長 

( 公印省略 ) 

労災保険給付事務処理点検体制の 総点検の実施等について 

去る 1 1 同 2 8 日、 労働基準監督署労災担当職員が 架空の労災事故をねつ 遣 し、 自己 

の管理する銀行口座に 入金ざ ぜ 労災補償費を 詐取していた 事実が発覚し、 当該職員につ 

いてば 1 2 月 6 日 伽 ，で懲戒免職にするとともに 検察庁に刑事告発を 行ったところであ 

O 。 労災担当職員による 同様の不正は 昨年も発生しており、 事件の再発防止を 目的と ，し、 

昨年 7 月、 給付事務処理点検体制について 一斉点検を実施し、 まだ、 大年 3 月にばぞの 
適正を期し「 特 、 俣険 』付のチェックポイント」 を作技配付しだところできに ， @ Ⅰ．それ 

にも。 かわらず再度不正事件が 発生したことは 誠に遺憾であ る。 

今回の事件は、 決裁肴の印鑑を 盗用する手口により 点検機能を無力化したごとが 不正 

を許す最大の 原因となっだものであ るが、 支払い通知書の 抜き取りを許す 等内部事務・ 処 

理体制にも一定の 問題点があ っだと考えている。 

つ 。 ては、 下記により、 労災保険給付事務処理について 再度総点検を 行うとともに、 

過去において 同様手口による 不正がなかったことを 確認するため、 地方 労 ，補償監察の 

項目を追加し、 今後の万全を 期するようお 願いする。 
なお、 本件の実施に 当だってば、 事柄の性質上、 記の第Ⅰについては、 労働基準監督 

署長、 記の第 2 についてば、 地方労災補償監察官に 直接指示して 行わせられたい。 
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管内のすべての 労働基 珪 監督署 

2  実方毎日 き期 

平成 1 5 年 t 月 

3  実施方法 

署長が自署内の 各管理者から 直接実情を確認した 上で、 別添 1 の総点検 票 A を作 

成しに後、 総点検 票 B を作成し、 局に報告する。 のとする。 

局は、 署からの報告を、 自 局内総点検 票 B にと。 まとめ、 署で作成しだ 総点検 票 

A を添付の上、 本省に報告することとする " 



4  報告時期等 

主上二成Ⅰ 一 ・． @@,1  5 年 2 月 1 2 日までに、 本省補償課業務 係 あ て報告すること。 

第 2  地方労災補償監察の 実施 

1  対象 署 
管内のすべての 労働基準監督署 

2  実施時期 

原則平成 1 5 年 1 月とする。 やむを得な。 理由があ る場合 は 2 月に実施すること 

も可能とするが、 この場合であ ってもできる 限り速やかに 実施すること。 

3  監察手法 

著 における実地監察とする。 
なお、 本地方労災補償監察は、 各局にお。 て 年度当初予定している 第 4 四半期の 

実地監察項目に 加え、 平成 1 3 年度における 様式第 7 号 (1) 及び様式 第 1 6 号の 5 (1) 

( 以下「療養の 費用請求書」 という。 ) に係る請求事案のうち、 次の事項を検査す 

ること。 

なお、 (1 人 (2) ともに検査対象が 膨大に及ぶ場合にば、 対象期間を縮減して 差し 

支えないこと。 
また、 該当するものがあ った場合において、 総合的に判断の 上、 不審と認められ 

るものについては、 後日監察官自ら、 (1) の場合は (2) 
の場合は それぞれ確認すること   

4  報告時。 寺 

平成 1 5 年 2 月天日までに、 別添 2 をとりまとめの 上、 本省労災管理課中央労災 

補償監察官室あ て報告すること。 



( 川添 1 ) 
不正受給 ;; ヲ 止のだめの総点検 稟 A  ( 監督署 用 ， 

  ノ 一、 ロ 

本 点検 票は 、 次長、 労災担当課長、 会計担当課長から 実情を確認の 上、 署長が自ら作成 
すること。 

く 1 . 署長に関して ノ 

①一般的事項 

1  給付事務及び 会計事務に係る 牽制体制の点検を 常時行っているか ( 該当する箇所をチェック ， 
ロ 事務分掌どおりの 役割分担で職務が 遂行されているか 

口 決裁ルートを 簡略化していないか 
口 決裁 印 もれについて 職員に決裁状況を 確認、 しているか 

口 実地調査が必要な 事案につ。 て 調査が省略されていないか 

2  その他特に心掛けている 事項 
C 夫伶 コ時 "i- 紬 ， 

Ⅰ ) ノ 

3  署長としての 決裁の押印や 小切手等の押印を 自ら行っているか l 一 2 ： る 

                                    ま 施錠管理しているか レ -ll プのフ @ ュム 

      """ @, 一 「 """  千 '," """@  吉 @  一一一 "" 二 『 笘 - 、   " "" 笘臣 ミ ; ぐ二 " @"  こご """" ， て Ⅰ @7     、 孔は 、 その官職名     

5  車己及び 答 職の決裁 印は 施錠管理されて。 るか ェ ． いる 2 . いない 

0 業務上外の決定に 関する事項 

1  不正受給防止のだめの   点検事項を沃めているか し bl る n@1 んム 

3
 

2
 

(1)  労災実務必携を 読んで。 るか Ⅰ． 、 ・へる 2       な     

(2,    。 上記。 1, で 1 . いると回答しだ 場合， どの程度読んでいるか 
Ⅰ・上 日， @" く """"""" 一 -"""@ 口 @' 一 "1 。 。 り Ⅰ 2  .  時々 詑む 3  .  氏我時 は芸 者 にしている 

4  その他特にら 周、 げて。 る 事項 
( 具体的に 

Ⅰ ソ 



一Ⅱ 閃同 日 ・ @ して ノ 

。 0 一般的事項 ェ 給付事務及び 会計事務に係る 牽制体制の点検を 常時行っているか ( 該当する箇所を チェ カ ツ Ⅰ ノ 

ロ 事務分掌どおりの 役割分担で職務が 遂行されているか 

口 決裁ルートを 簡略化していないか 
口 決裁 印 もわ。 ほ ついて職員、 に決裁状況を 確認、 して。 るか 
口 実地調査が必要な 事案について 調査が省略さか。 て 。 ないか 

2  その他特に心掛けている 事項 

C 具体的に 
Ⅰ ソ 

3  自己及び 各 職の決裁印は 施錠管理されているか 1 . いる 2. いない 

0 業務上外の決定に 関する事項 

Ⅰ 不正受給防止 (U ための点検事項を 決めているか ェ ． いる 2. いない 

2  次の事項を点検しているか ( 該当する箇所をチェック ) 

3  (1,  方策実務必携を 読んでいるか 

  

ェ ． いる 2 . いない 

(2,  Q 上記 (1) で 1 . いると回答しだ 場合 ) どの程度読んで い る か 

1 . 良く読む 2. 時々読む 3. 決裁時は参考に ス ～ 

4  その他特に心掛けている 事項 
C 具体的に 

「 ノ 



                                                  コ ．三 %  三 - に 関して ノ 

① 一般的事項 

3  v; き川 事務に関して 決裁が形骸化・ 一て                 Ⅰ   。 ． 1 ス @ つ Ⅰ   ・、 ． ナコ・ よ     ヰ 干 -"" ， ": 一 一 一 一 @""" "- """ "  """" ." " 一 (( ・ 山・ 一 :k 一 ㌃ ; す ・ 切かぽモ認、 ・ ノて ll 一 プハン ワ仁 
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一                                                                     "  …‥ 膀 ・ プ ": ， ニま "" 。 す ス @ 

口 課長に理事案について 他の職   三デ ロ裁しない場合があ る 一一 "" @" ",  ノ 。 エ 。 フ t . ., ". ヌ、 @ ワ 2 " ・・ " " 、 ナ、 ナ       

こ 一 7 労災 拮 ・当職 月 、 の 私 @ -." " 一方晋 @ 一 一 平素が @ い乙 

8  万Ⅰ ， """"" 口， 。 " メ "" Ⅰ スミ 晋 " 。 菩 "" ;H 」 。 ". Ⅰ 古女 ソに   @- " Ⅰ @  @     て 労働者死傷病報告の 提出の現認 : 及 び 各関係 課 との連携を図っで い 
/ 一 フ @"" " l @. ニ 1 . いる 2 . いない 

9  安全担当に，喜多発事業場。 こ 関する唐朝提供等を 行い連携丁 一 @"  "    一 。   " 一 "                 
  

      二 ，全担当に人 審 安政に関する       @  @" ヰ 一 -". 一 ""'- @@ 1 """" く """ ・ @" @@ 一 一   " 五 ""@ :. 生生十 丁 -- -. オテ         @  Ⅰ ""  @                          "" """ 一 一                             丁の照 一 "  "  -  -"  こ       三㈲ ， ; 仝 進ガざ可 ，，ヮ ". 一 一   ' 一一 "" 一 一リ一 
ご ，業務上 " の決定に " する事項 

1  不正 受 " 防 L のだめ 2 点検事項を決め・てし、 る 。     ワ一     一           
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「 皿 課長に関して 当 ノ 

                                                                      一 "@@ " く ァ @                                                 ( 各ま劃具                                             二ま 、 : ヨ弓 " 圭 Ⅰ キ @ つ " テモ トヰ姉 " ヨ 宇 を含むのの決裁を 省略することがあ る     

Ⅰ． あ る 2   づ ニコ い ． @ Ⅰ 

"@  7... 一 @ @  @@  @ 手足罰 一 " @@  『 " 点 チ 一 担当 " 一一 @  若 一 "" . " r つ ""- プハと Ⅰ． L.) る                 

次の事項を点検 @. @ 一 ・ マ旬 @' 一ニ・ ノ @ -""" ""  ロハ二姉 一 % H" 三ョ 百 し "  圧 ュ さフ @  " 工 ウソ 月 

4  その他特に                                                       る 軍丁 頁   
  Ⅰ / 

5  支払通知書の 管理はどのように 行っているか ( 該当する箇所をチェック ) 
口 管理支 ひ 保管はすべて 会計担当課が 行 うか 1 . 行 う 2 . 行わない 

口 早 管 中に主計担当課以覚の 職員が取り扱う 二とが可能か                                 つ 2"  スてモ一台目 ‥ 一 -@ " 
  

口 必ず台 ヰ 日当職員が投函するか 丁 ． する 2. しな。 

口 投函を万夫坦姉職員に 任せること モ ，あ るか ェ ． あ る 2. ない 

口 郵送後返戻されだものについて 確認を実施して、 ・ 、 るか ェ ． いる 2 . 。 な     

6  支払決議 書 と支払通知書の 枚数を突合し 確認、 しているか Ⅰ． いる 2 . 。 な、 ・ 、 

7  小切手の副印を 自分で押印しているか ァ スリⅠー " 牙 ・ ひ 

8  会計に関する 公印、 会計担当職員の 私印の・保管に 平素から十分注意して、 ・ 、 るか 

1 . 。 る 2 . いない 

9  国庫金振込請求書の 金額と決議書の 合計金額が一室 女 し る 二とを常に確認、 して、 ・ 、 るか （ ⅠⅠ @@ ノ 

， 0  戸己の決裁印は 施錠管理されてし、 る       



不正受給 は ;, 止のだめの総点検 票 B ( 取りまとめ 用 ) 

  

1  公印、 管理者の決済印の 保管管理状況 

  

2 支払。 通知書の管理状況。 

  

3  不正受給防止対策推進上の 具体的問題点 

  

  @ l"" 一 " ""-               Ⅰ 一 Ⅰ づ " 一               著 とるべき事項 
  

  

5  木工受給防止 oD 観点からの総合評価 
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